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○浜松市消防団に関する条例 

昭和４０年３月３０日 

浜松市条例第１６号 

改正 昭和４０年５月３１日浜松市条例第１８号 

昭和４１年３月３０日浜松市条例第２１号 

昭和４２年３月２５日浜松市条例第１０号 

昭和４５年３月３０日浜松市条例第２４号 

昭和４６年３月３０日浜松市条例第３５号 

昭和４７年３月３０日浜松市条例第３４号 

昭和４８年３月３０日浜松市条例第２６号 

昭和４９年３月３０日浜松市条例第４０号 

昭和５０年３月２８日浜松市条例第２２号 

昭和５０年１２月１３日浜松市条例第６０号 

昭和５１年３月２９日浜松市条例第３３号 

昭和５２年３月３０日浜松市条例第３２号 

昭和５３年３月３０日浜松市条例第１９号 

昭和５４年３月３０日浜松市条例第２７号 

昭和５５年３月３１日浜松市条例第３２号 

昭和５６年３月３１日浜松市条例第２１号 

昭和５７年３月３１日浜松市条例第３０号 

昭和６０年３月３０日浜松市条例第３５号 

昭和６０年１２月２７日浜松市条例第６６号 

平成元年３月２８日浜松市条例第１７号 

平成３年４月５日浜松市条例第３２号 

平成４年３月３１日浜松市条例第１３号 

平成９年３月２８日浜松市条例第４１号 

平成１２年３月２４日浜松市条例第３６号 

平成１５年３月２５日浜松市条例第２６号 

平成１６年３月２３日浜松市条例第９号 

平成１７年６月１日浜松市条例第１６８号 

平成１８年３月２４日浜松市条例第１２号 
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平成１８年９月２９日浜松市条例第７０号 

平成１８年１２月１５日浜松市条例第７９号 

平成１８年１２月１５日浜松市条例第１１８号 

平成１９年３月１６日浜松市条例第２３号 

平成２０年３月２１日浜松市条例第２４号 

平成２０年１２月１１日浜松市条例第８２号 

平成２６年３月２４日浜松市条例第３６号 

平成３０年６月２２日浜松市条例第４４号 

令和元年９月１８日浜松市条例第３２号 

令和３年３月２４日浜松市条例第５号 

〔注〕平成１７年６月から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１８条第１項、第１９

条第２項及び第２３条第１項の規定に基づき、消防団について必要な事項を定める。 

（平１８条例７０・一部改正） 

（設置等） 

第２条 市に消防団を設置し、その名称、管轄区域及び消防団員の定員は次のとおりとす

る。 

名称 浜松市消防団 

管轄区域 浜松市全域 

定員 ２，８６４人 

（平１９条例２３・全改、平２０条例２４・平２０条例８２・平３０条例４４・

一部改正） 

（消防団員の種類） 

第３条 消防団に置く消防団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。 

２ 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての消防団員とする。 

３ 機能別消防団員は、市長が定める特定の消防事務を処理する消防団員とする。 

（平１９条例２３・全改） 

第４条 削除 

（平１９条例２３） 

（消防団員の任用） 
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第５条 消防団員は、消防団長（以下「団長」という。）が次の各号のいずれにも該当す

る者のうちから市長の承認を得てこれを任命する。 

(1) 市内に居住し、又は勤務する年齢１８歳以上の者 

(2) 身体強健、素行善良で、かつ、消防任務に耐えることができる者 

（平１７条例１６８・平１９条例２３・一部改正） 

（欠格条項） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。 

(1) 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

(2) 第１１条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない

者 

（平１９条例２３・令元条例３２・一部改正） 

（報酬） 

第７条 団長には、年額８２，５００円を報酬として支給する。 

２ 団長以外の基本消防団員には、別表第１に掲げる報酬を支給する。 

３ 団長以外の機能別消防団員には、予算の範囲内において市長が定める額を報酬として

支給する。 

（平１９条例２３・全改、平２０条例８２・一部改正） 

（費用弁償） 

第８条 消防団員（以下「団員」という。）が災害出動（警戒出動を含む。以下同じ。）

及び訓練に勤務したときは、別表第２に掲げる費用を支給する。 

２ 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行するときは、浜松市職員の旅費に関する条

例（昭和３５年浜松市条例第２６号）に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の旅

費に相当する費用を支給する。この場合において、次の各号に掲げる階級の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める職務の級を適用する。 

(1) 団長 ９級 

(2) 副団長 ８級 

(3) 方面隊長 ６級 

(4) 分団長 ５級 

(5) 前各号に掲げる階級以外の階級 ３級 

（平１７条例１６８・平１８条例１２・平１８条例７９・平１９条例２３・平２
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０条例８２・一部改正） 

（支給方法） 

第９条 団員の報酬及び費用弁償の支給方法は、浜松市職員の給与に関する条例（昭和３

１年浜松市条例第３８号）及び浜松市職員の旅費に関する条例の例による。 

（平１７条例１６８・一部改正） 

（分限） 

第１０条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任命権者は、これを降任し、又

は免職することができる。 

(1) 勤務実績が良くない場合 

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合 

(3) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 

(4) 定員の改正により過員を生じた場合 

(5) 第６条第１号に該当する場合 

（平１７条例１６８・令元条例３２・一部改正） 

（懲戒） 

第１１条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任命権者は、これに対し懲戒処

分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。 

(1) 消防に関する法令、条例、規則又は規程に違反した場合 

(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 

(3) 団員として、ふさわしくない非行があった場合 

（平１７条例１６８・平１９条例２３・一部改正） 

（宣誓） 

第１２条 新たに団員となった者は、宣誓書（別記様式）に署名しなければ職務を行って

はならない。 

（研修） 

第１３条 団長は、団員の品位の陶や及び実務に役立つ技能の錬磨につとめ、定期的に研

修を行わなければならない。 

（出動） 

第１４条 団員は、団長の招集があったとき又は非常災害の発生を知ったときは、直ちに

出動し、服務しなければならない。 

（管外旅行） 
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第１５条 団員が１０日以上居住地を離れる場合は、任命権者にその旨を届け出なければ

ならない。 

２ 分団に属する団員の半数以上が同時に居住地を離れる場合は、分団長は、団長に届け

出て許可を受けなければならない。 

（平１７条例１６８・一部改正） 

（規律） 

第１６条 団員は、その職責の重要性を自覚し、常に規律を重んじ、職務の遂行にあたっ

ては全力をあげてこれに専念しなければならない。 

（委任） 

第１７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

１ この条例は、昭和４０年４月１日から施行する。 

２ 浜北市、天竜市、舞阪町、雄踏町、細江町、引佐町、三ケ日町、春野町、佐久間町、

水窪町及び龍山村の編入の日（以下「編入日」という。）前に、浜北市消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関する条例（昭和４２年浜北市条例第９号）、天竜市消防団条例

（昭和４０年天竜市条例第１号）、舞阪町消防団条例（昭和２３年舞阪町条例第３３号）、

雄踏町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成３年雄踏町条例第４号）、

細江町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成５年細江町条例第８号）、

引佐町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４６年引佐町条例第８

号）、三ケ日町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４２年三ケ日

町条例第１４号）、春野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４

１年春野町条例第２３２号）、佐久間町消防団条例（昭和３１年佐久間町条例第２２号）、

水窪町消防団条例（昭和２５年水窪町条例第２号）又は龍山村消防団員の定員、任免、

給与、服務等に関する条例（昭和４１年龍山村条例第１９号）（以下これらを「編入前

の条例」という。）の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による相

当規定によりされたものとみなす。 

（平１７条例１６８・全改） 

３ 編入日前にした行為に対する懲戒の適用については、それぞれ編入前の条例の例によ

る。 

（平１７条例１６８・全改） 

附 則（昭和４０年５月３１日浜松市条例第１８号） 
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この条例は、昭和４０年７月１日から施行する。 

附 則（昭和４１年３月３０日浜松市条例第２１号） 

この条例は、昭和４１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４２年３月２５日浜松市条例第１０号） 

この条例は、昭和４２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４５年３月３０日浜松市条例第２４号） 

この条例は、昭和４５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４６年３月３０日浜松市条例第３５号） 

この条例は、昭和４６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４７年３月３０日浜松市条例第３４号） 

この条例は、昭和４７年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４８年３月３０日浜松市条例第２６号） 

この条例は、昭和４８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年３月３０日浜松市条例第４０号） 

この条例は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５０年３月２８日浜松市条例第２２号） 

この条例は、昭和５０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５０年１２月１３日浜松市条例第６０号） 

この条例は、昭和５１年１月１日から施行する。 

附 則（昭和５１年３月２９日浜松市条例第３３号） 

この条例は、昭和５１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年３月３０日浜松市条例第３２号） 

この条例は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年３月３０日浜松市条例第１９号） 

１ この条例は、昭和５３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団に関する条例別表第２の規定は、この条例の施行の日以後勤務

する消防団員の費用弁償から適用し、同日前に勤務し、引き続き同日以後勤務する消防

団員の費用弁償については、なお従前の例による。 

附 則（昭和５４年３月３０日浜松市条例第２７号） 

１ この条例は、昭和５４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団に関する条例別表第２の規定は、昭和５４年４月１日以後勤務
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する消防団員の費用弁償から適用し、同日前に勤務し、引き続き同日以後勤務する消防

団員の費用弁償については、なお従前の例による。 

附 則（昭和５５年３月３１日浜松市条例第３２号） 

１ この条例は、昭和５５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団に関する条例別表第２の規定は、昭和５５年４月１日以後勤務

する消防団員の費用弁償から適用し、同日前に勤務し、引き続き同日以後勤務する消防

団員の費用弁償については、なお従前の例による。 

附 則（昭和５６年３月３１日浜松市条例第２１号） 

この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年３月３１日浜松市条例第３０号） 

１ この条例は、昭和５７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団に関する条例別表第２の規定は、昭和５７年４月１日以後勤務

する消防団員の費用弁償から適用し、同日前に勤務し、引き続き同日以後勤務する消防

団員の費用弁償については、なお従前の例による。 

附 則（昭和６０年３月３０日浜松市条例第３５号） 

この条例は、昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６０年１２月２７日浜松市条例第６６号抄） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。（後略） 

附 則（平成元年３月２８日浜松市条例第１７号） 

１ この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

２ 改正後の浜松市消防団に関する条例別表第２の規定は、平成元年４月１日以後勤務す

る消防団員の費用弁償から適用し、同日前に勤務し、引き続き同日以後勤務する消防団

員の費用弁償については、なお従前の例による。 

附 則（平成３年４月５日浜松市条例第３２号） 

この条例は、平成３年５月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月３１日浜松市条例第１３号） 

１ この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は、平成４年４月１日以後勤務する消防団員の費用弁償から

適用し、同日前に勤務し、引き続き同日以後勤務する消防団員の費用弁償については、

なお従前の例による。 
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附 則（平成９年３月２８日浜松市条例第４１号） 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月２４日浜松市条例第３６号） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第３項の規定に

より従前の例によることとされる準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従

前の例による。 

附 則（平成１５年３月２５日浜松市条例第２６号） 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２３日浜松市条例第９号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、第３条第１項、第１１条の

２第２項及び第２０条の改正規定、附則に１項を加える改正規定、別表第１の改正規定

並びに次項から附則第１５項まで及び附則第１７項の規定は、同年７月１日から施行す

る。 

附 則（平成１７年６月１日浜松市条例第１６８号） 

この条例は、平成１７年７月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２４日浜松市条例第１２号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年９月２９日浜松市条例第７０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年１２月１５日浜松市条例第７９号） 

この条例は、平成１９年３月３日から施行する。 

附 則（平成１８年１２月１５日浜松市条例第１１８号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月１６日浜松市条例第２３号） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 浜松市防災会議条例（昭和３７年浜松市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２０年３月２１日浜松市条例第２４号） 
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この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月１１日浜松市条例第８２号） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は、平成２１年４月１日以後勤務する消防団員の費用弁償か

ら適用し、同日前に勤務し、引き続き同日以後勤務する消防団員の費用弁償については、

なお従前の例による。 

附 則（平成２６年３月２４日浜松市条例第３６号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年６月２２日浜松市条例第４４号） 

この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月１８日浜松市条例第３２号） 

１ この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 

２ 浜松市消防団員退職報償金支給条例（昭和３９年浜松市条例第４１号）の一部を次の

ように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（令和３年３月２４日浜松市条例第５号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

別表第１（第７条関係） 

（平２０条例８２・全改、平２６条例３６・一部改正） 

階級 支給額（年額） 

副団長 69,000円

方面隊長 60,000円

分団長 50,500円

副分団長 45,500円

部長 37,000円

班長 37,000円

団員 36,500円

別表第２（第８条関係） 

（平２０条例８２・全改） 

区分 支給額 

災害出動 1回につき3,000円 
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訓練 1回につき2,000円 

備考 災害出動に引き続き４時間を超えて勤務したときの計算は、４時間を超える４時

間までごとに１回の勤務があったものとみなす。 



11/12 
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別記様式（第１２条関係） 

（平１７条例１６８・平１９条例２３・令３条例５・一部改正） 


